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別
表

消
防
団
員
退
職
報
償
金
支
払
額
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表

消
防
団
員
退
職
報
償
金
支
払
額
表
（
第
三
条
関
係
）

勤

務

年

数

勤

務

年

数

階

級

五
年
以
上

十
年
以
上

十
五
年
以

二
十
年
以

二
十
五
年

三
十
年
以

三
十
五
年
以

階

級

五
年
以
上
十

十
年
以
上
十

十
五
年
以
上

二
十
年
以
上

二
十
五
年
以

三
十
年
以
上

十
年
未
満

十
五
年
未

上
二
十
年

上
二
十
五

以
上
三
十

上
三
十
五

上

年
未
満

五
年
未
満

二
十
年
未
満

二
十
五
年
未

上
三
十
年
未

満

未
満

年
未
満

年
未
満

年
未
満

満

満

団

長

二
三
九
千
円

三
四
四
千
円

四
五
九
千
円

五
九
四
千
円

七
七
九
千
円

九
七
九
千
円

一
、
〇
七
九
千
円

団

長

二
三
九
千
円

三
四
四
千
円

四
五
九
千
円

五
九
四
千
円

七
七
九
千
円

九
七
九
千
円

副

団

長

二
二
九

三
二
九

四
二
九

五
三
四

七
〇
九

九
〇
九

一
、
〇
〇
九

副

団

長

二
二
九

三
二
九

四
二
九

五
三
四

七
〇
九

九
〇
九

分

団

長

二
一
九

三
一
八

四
一
三

五
一
三

六
五
九

八
四
九

九
四
九

分

団

長

二
一
九

三
一
八

四
一
三

五
一
三

六
五
九

八
四
九

副
分
団
長

二
一
四

三
〇
三

三
八
八

四
七
八

六
二
四

八
〇
九

九
〇
九

副

分

団

長

二
一
四

三
〇
三

三
八
八

四
七
八

六
二
四

八
〇
九

部
長
及
び

二
〇
四

二
八
三

三
五
八

四
三
八

五
六
四

七
三
四

八
三
四

部
長
及
び
班
長

二
〇
四

二
八
三

三
五
八

四
三
八

五
六
四

七
三
四

班

長

団

員

二
〇
〇

二
六
四

三
三
四

四
〇
九

五
一
九

六
八
九

七
八
九

団

員

二
〇
〇

二
六
四

三
三
四

四
〇
九

五
一
九

六
八
九



備
考

備
考

一

階
級
に
つ
い
て
は
、
退
職
し
た
日
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
階
級
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
階
級
及
び
そ
の
階

一

階
級
に
つ
い
て
は
、
退
職
し
た
日
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
階
級
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
階
級
及
び
そ
の
階

級
よ
り
上
位
の
階
級
に
属
し
て
い
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
階
級
（
団
員
を
除
く
。
）
の
直
近

級
よ
り
上
位
の
階
級
に
属
し
て
い
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
階
級
（
団
員
を
除
く
。
）
の
直
近

下
位
の
階
級
と
し
、
退
職
し
た
日
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
階
級
よ
り
上
位
の
階
級
に
属
し
て
い
た
期
間
が
一
年

下
位
の
階
級
と
し
、
退
職
し
た
日
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
階
級
よ
り
上
位
の
階
級
に
属
し
て
い
た
期
間
が
一
年

以
上
あ
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
階
級
と
す
る
。

以
上
あ
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
階
級
と
す
る
。

二

勤
務
年
数
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
非
常
勤
消
防
団
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
を
合
算
す
る
も
の
と
す

二

勤
務
年
数
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
非
常
勤
消
防
団
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
を
合
算
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
既
に
退
職
報
償
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
基
礎
と
さ
れ
た
期
間
及
び
再
び
非
常
勤

る
。
た
だ
し
、
既
に
退
職
報
償
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
基
礎
と
さ
れ
た
期
間
及
び
再
び
非
常
勤

消
防
団
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
に
お

消
防
団
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
に
お

け
る
当
該
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

け
る
当
該
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

勤
務
年
数
の
計
算
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月

三

勤
務
年
数
の
計
算
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月

数
に
よ
る
。
た
だ
し
、
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
と
再
び
非
常
勤
消
防
団
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
が
同
じ
月

数
に
よ
る
。
た
だ
し
、
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
と
再
び
非
常
勤
消
防
団
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
が
同
じ
月

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
月
は
、
後
の
就
職
に
係
る
勤
務
年
数
に
は
算
入
し
な
い
。

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
月
は
、
後
の
就
職
に
係
る
勤
務
年
数
に
は
算
入
し
な
い
。


